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第三者評価体制の構築

一般社団法人薬学教育評価機構
井上 圭三
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「第三者評価」に関する全国説明会

薬学教育協議会・薬学会共催
2004年12月

今回の改正に伴い、６年制の薬学部、学科において、修業年限の延長の趣
旨を踏まえ、人の命を預かる医療人としての薬剤師の養成のための質の高
い教育が行われていることを社会に対して保証するためには、薬科大学・
薬学部関係者自らが中心となって、教育の質を検証し、適正な評価を行う
ための体制を早急に整備することが必要である（中央教育審議会・大学分
科会答申）

薬学教育評価機構設立 2008年12月

評価基準に基づいた第三者による教育プログラム評価開始 2012年

2004年2月

「第三者評価」検討委員会

薬学会・大学人会議
2005年4月
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薬学教育改革大学人会議

薬学会

「第三者評価」検討委員会

全国薬科大学長・薬学部長会議

「第三者評価」実施委員会

18年度評価実施小委員会平成18年度文科省「認証評価に関
する調査研究委託事業」

合同委員会

平成19年度文科省「大学評価研究委
託事業」

19年度評価実施小委員会

薬学教育評価機構・設立準備委員会

薬学教育評価機構設立

Ｈ16年4月

Ｈ17年 4月 Ｈ18年10月

Ｈ20年4月

Ｈ２０年12月 3 4

組織体制を考えるにあたり留意した事項

評価組織の独立性
評価決定機関の総会、理事会からの分離

評価の第三者性
第三者性の高い構成員の評価関連委員会への参画

組織運営の透明性
評価事業基本規則など運営規則の制定と公開
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総合評価評議会

基準・要綱検討
委員会

評価委員会

評
価
実
施

評価者育成

機構運営

総会

5

異議審査委員会

評価チームD

評価チームC

評価チームB

評価チームE

評価チームF

評価チームA

総務・財務委員会

広報委員会

評価者研修
委員会

事務局

運営委員会

監事

理事会

評価事業基本規則
第２章 総合評価評議員
第６条
（３）評価委員会、基準・要項検討委員会、異議審査委員会の各委員を選任する。
第７条
総合評価評議会は、１６名程度の総合評価評議員をもって構成する。評議員のうち５名程度が薬科大学・薬学
部関係者、４名程度が実務薬剤師、７名程度が有識者（医療関係者および大学評価関係者を含む）とすること
を原則とする。

第３章 評価委員会
第１９条
（２）評価実施員を選任し、または解任する。
第２０条
評価委員会は２０名程度の評価委員を持って構成する。評価委員のうち、１２名程度が薬科大学・薬学部の専
任教員あるいはその経験者、４名程度が実務薬剤師、４名程度が有識者とすることを原則とする。
第２３条
評価委員会の委員長は総合評価評議会が指名する。

理事会運営規則
第９条 理事会は次の職務を行う。

（10）評価事業の総合評価評議会への委託（評価事業基本規則第３条による）
（11）総合評価評議員の選任（評価事業基本規則第８条による）

定 款
第4 章 社員総会
第13 条 社員総会は、次の事項について決議する。
（3）理事及び監事の選任又は解任
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総合評価評議会 （平成２４年４月１日ー平成２６年３月３１日）

評価委員会 （平成２４年４月１日ー平成２６年３月３１日）

基準・要綱検討委員会 （平成２４年６月１９日まで）

異議審査委員会

◎中村明弘＊ ○小沢孝一郎＊ 赤池昭紀 入江徹美 黒沢菜穂子 長谷川洋一
木村隆次 平井みどり 藤原英憲 矢後和夫 吉川貴士 橋本孝志＊ 原博＊

平田收正＊ 大野尚仁＊ 石井伊都子＊ 本間浩 小沢孝一郎 平野和行 吉田
雄三 笠井秀一 永田泰造 山田清文 佐々木均 須田晃治＊ 山田勉＊ 首藤
英利 高橋眞理

◎西野武志 白幡晶 望月正隆 太田茂 山本恵司 生出泉太郎 森昌平 松原和
夫 鈴木洋史 近藤由利子 今井聡美 内山充 坂井かをり 冨士薫 笠貫宏 井
田良

◎永井博弌（予定）

＊ 「評価委員会」・「基準・要綱検討委員会」連絡協議会メンバー
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評価実施員の選出に関する規則

第２条 評価実施員の候補者は以下から推薦された者とする
（１）薬科大学・薬学部が推薦する現職専任教員
（２）日本薬剤師会及び日本病院薬剤師会が推薦する薬剤師
（３）評価委員が推薦する薬剤師育成の教育・研究に見識を持つ者
２ 推薦された者は、本機構の評価者研修委員会が開催する評価者研修会の全過程を原則と
して受講しなければならない

第３条 評価実施員は、評価実施員候補者の中から評価委員会幹事会が選出し、評価

委員会が選任する。

評価事業基本規則

第４章 評価実施員
（評価チーム）
第３４条 評価チームは原則として実施員５名から成るものとする。評価員の構成について

は原則として実務薬剤師であって教育研究活動に見識を有する者を含むこととする。
３．評価対象の薬科大学・薬学部に所属もしくは利害関係を有する者は当該大学の評価実施員
となることは出来ない。

（主査副査）
第３６条 評価チーム５名のうち、主査１名および副査１名を評価委員会が選任する。
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評価対象大学の決定方法
ハンドブック２０４ページ

（１）公募による選出を原則とする。申し出た大学数が予定より多い場 合は
抽選を行って 決める。少ない場合は申し出のなかった大学から抽選で決定

（２）１２月開催の全国薬科大学長・薬学部長会議総会で公募日程など告知
６月開催総会で評価対象大学を決定。必要に応じて抽選

（３）原則として対象大学の設置形態（国公立、私立単科、私立総合）、地域
区分（東日本、西日本）を考慮して評価対象校を決める。

全国薬科大学長・薬学部長会議での申し合わせ事項
平成２２年１２月
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理事会（平成２３年６月２４日—平成２５年６月２３日）

運営委員会

評価者研修
委員会

広報委員会 総務・財務委員会

事務局

○井上圭三 市川厚 乾賢一 奥直人 桐野豊 杉浦幸雄 高柳元明
西島正弘 樋口駿 児玉孝 堀内龍也 井村伸正 山崎幹夫
角地敏弘（監事） 村瀬清志（監事）

◎井上圭三 ○白幡晶 市川厚 桐野豊 樋口駿 平田收正 本間浩
笠井秀一 佐々木均 小林静子

◎市川厚
○平田收正

小沢孝一郎
山元弘
笠井秀一
佐々木均
冨士薫

◎桐野豊
○本間浩

小沢孝一郎
黒沢菜穂子
林秀敏
原俊太郎

◎樋口俊
○白幡晶

辻勉
大野尚仁
戸田潤
須田晃治

◎小林静子 ○戸部敞 祖式和子 母壁美由紀 吉田雄三（臨時研究員）
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